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告 示

北海道告示第503号
　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による次の救急
病院から、同項の申出を撤回する旨の届出があった。
　また、届出のあった救急病院の申出書は、北海道保健福祉部地域医療推進局地域医療課に
備え置いて縦覧に供する。
　　令和７年11月４日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　名　称　　八雲町熊石国民健康保険病院
２　所在地　　二海郡八雲町熊石雲石町494番地１

北海道告示第504号
　昭和62年北海道告示第1770号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。
　　令和７年11月４日

北海道知事　鈴　木　直　道
　札幌市の項市立札幌病院の事項、札幌中央病院の事項、医療法人社団土田病院の事項、松
田整形外科記念病院の事項、医療法人社団石垣整形外科医院の事項、医療法人徳洲会札幌東
徳洲会病院の事項、社会医療法人北楡会札幌北楡病院の事項、ＫＫＲ札幌医療センターの事
項、医療法人北海道整形外科記念病院の事項及び医療法人社団明日佳宮の沢明日佳病院の事

項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　函館市の項市立函館南茅部病院の事項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　小樽市の項社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院の事項中「令和 7.10.
31」を「令和10.10.31」に改める。
　旭川市の項医療法人社団功和会佐久間病院の事項、旭川脳神経外科循環器内科病院の事項
中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　帯広市の項医療法人社団刀圭会協立病院の事項中、「医療法人社団刀圭会協立病院」を「社
会医療法人刀圭会協立病院」に改め、「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　苫小牧市の項勤医協苫小牧病院の事項中、「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改め
る。
　富良野市の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　伊達市の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　石狩市の項石狩病院の事項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　森町の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　八雲町の項中八雲町熊石国民健康保険病院の事項中、「二海郡八雲町熊石雲石町494番地
１」を「二海郡八雲町熊石平町324番地268」に改め、「令和 9. 3.31」を「令和10. 7.31」
に改める。
　江差町の項医療法人雄心会江差脳神経外科クリニックの事項中「令和 7.10.31」を「令和
10.10.31」に改める。
　黒松内町の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　栗山町の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　日高町の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　浦河町の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。
　音更町の項医療法人徳洲会帯広徳洲会病院の事項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」
に改める。
　標茶町の項中「令和 7.10.31」を「令和10.10.31」に改める。

北海道告示第505号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、道営土地改良（るべし
べ地区（農業用用排水施設、区画整理、暗渠

きよ

排水））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、北海道オホーツク総合振興局のウェブサイトにおいて、令和７年11月５
日から20日間、一般の縦覧に供する。
　なお、この計画の変更については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に北海
道知事に審査請求をすることができる。
　また、この計画の変更については、この告示の日の翌日から起算して６か月以内に、北海

令和７年（2025年）11月４日（火曜日） 第６５６号 1北　　海　　道　　公　　報

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

目　　　　　　　　　　次 ページ

北海道公報
発行　北 海 道
編集　総 務 部
　　　行 政 局
　　　文 書 課
電話　011－204－5035
FAX　011－232－1385



道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となる。）を被告として、当該計画の
変更の取消しの訴えを提起することができる。
　　令和７年11月４日

北海道知事　鈴　木　直　道

北海道告示第506号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の５第１項及
び第167条の11第２項の規定により、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な
資格を公示する。
　なお、既に令和６年北海道告示第501号に基づき道に申請して令和７年度、令和８年度及
び令和９年度における競争入札に参加する者に必要な資格を有する者は、この公示により新
たに申請することを要しない。
　　令和７年11月４日

北海道知事　鈴　木　直　道
第１　資格の種類及び調達をする物品等又は特定役務の種類
　 　令和７年度、令和８年度及び令和９年度において道が締結しようとする契約のうち次の
表の左欄に掲げる種類の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な
資格（第４の２を除き、以下「資格」という。）は、当該中欄に定めるものとし、当該種
類の契約により調達をする地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令（平成７年政令第372号。以下「特例政令」という。）第２条第３号に規定する物品
等又は同条第４号に規定する特定役務の種類は、当該右欄に定めるものとする。

契　約　の　種　類 資　格　の　種　類 調達をする物品等又は
特 定 役 務 の 種 類
産業用機械器具類（機械修
繕を含む。）、医療機器類、
教育研究用機器類、事務用

物品の購入契約 物品の購入 機器類、車両・車両用品類
（車両修繕を含む。）、燃料
類、被服・繊維皮革類、そ
の他（洗濯を含む。）

印刷物の製造の請負契約 印刷物の製造 印刷物の製造
印章の製造の請負契約 印章の製造 印章の製造
複写機、電子計算機又は自動車の賃
貸借契約 物品の賃貸借 複写機、電子計算機、自動

車
庁舎等清掃の委託契約 庁舎等清掃 庁舎等清掃
庁舎等警備の委託契約 庁舎等警備

庁舎等消防設備保守点検の委託契約 庁舎等消防設備保守点検
ボイラー等運転操作の委託契約 ボイラー等運転操作
情報システムの開発の委託契約 情報システムの開発 情報システムの開発
船舶の建造の請負契約

船舶の建造又は修理 船舶
船舶の修理の請負契約
林産物の売払契約 林産物の売払い

第２　資格要件
　１　共通的資格要件
　　　各資格の共通の要件は、⑴から⑷までのいずれにも該当することとする。
　　⑴ 　政令第167条の４第１項各号（政令第167条の11第１項において準用する場合を含

む。）に掲げる者（未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必
要な同意を得ている者は含まれない。）でないこと。

　　⑵ 　政令第167条の４第２項（政令第167条の11第１項において準用する場合を含む。）
の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

　　⑶　次に掲げる税を滞納している者でないこと。
　　　ア　道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。）
　　　イ　本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。）
　　　ウ　消費税及び地方消費税
　　⑷ 　次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合

を除く。）。
　　　ア　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出
　　　イ　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出
　　　ウ　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出
　２　資格の種類ごとの要件
　　　資格の種類ごとの要件は、次のとおりとする。
　　⑴　物品の購入及び物品の賃貸借
　　　 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き１年以上その事業を営んでいる

こと。
　　⑵　印刷物の製造及び印章の製造
　　　　ア及びイのいずれにも該当すること。
　　　ア 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き１年以上その事業を営んでい

ること。
　　　イ　ア又はイの機器を所有していること（当該機器を賃借している場合を含む。）。
　　　　ア　印刷物の製造の場合は、印刷物の製造に必要な印刷機
　　　　イ　印章の製造の場合は、印面作成に必要な機器
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　　⑶　庁舎等清掃
　　　　アからウまでのいずれにも該当すること。
　　　ア 　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）第12条の

２第１項第１号又は第８号の登録を受けていること。
　　　イ 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き１年以上その事業を営んでい

ること。
　　　ウ 　申請をしようとする月の前月末日から遡って１年間にその事業に係る実績を有し

ていること。
　　⑷　庁舎等警備
　　　　アからエまでのいずれにも該当すること。
　　　ア 　警備業法（昭和47年法律第117号）第４条の規定による警備業の認定を受けてい

ること。
　　　イ 　警備業法第９条又は第40条の規定による届出書の提出を必要とする者にあっては、

当該届出書の提出を行っていること。
　　　ウ 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き１年以上その事業を営んでい

ること。
　　　エ 　申請をしようとする月の前月末日から遡って１年間にその事業に係る実績を有し

ていること。
　　⑸　庁舎等消防設備保守点検
　　　　アからウまでのいずれにも該当すること。
　　　ア 　従業員の中に、消防法（昭和23年法律第186号）第17条の６に規定する消防設備

士の資格を有する者が１人以上いること。
　　　イ 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き１年以上その事業を営んでい

ること。
　　　ウ 　申請をしようとする月の前月末日から遡って１年間にその事業に係る実績を有し

ていること。
　　⑹　ボイラー等運転操作
　　　　アからウまでのいずれにも該当すること。
　　　ア 　従業員の中に、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第72条に規定するボイ

ラー技士の資格又は同法第76条に規定するボイラー取扱技能講習修了の資格を有す
る者が１人以上いること。

　　　イ 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き１年以上その事業を営んでい
ること。

　　　ウ 　申請をしようとする月の前月末日から遡って１年間にその事業に係る実績を有し
ていること。

　　⑺　情報システムの開発
　　　　アからウまでのいずれにも該当すること。
　　　ア 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き２年以上その事業を営んでい

ること。
　　　イ 　申請をしようとする月の前月末日から遡って１年間に情報システムの開発実績を

有していること。
　　　ウ 　従業員の中に、２年以上の経験を有するシステムエンジニア又はプログラマーが

いること。
　　⑻　船舶の建造又は修理
　　　　アからエまでのいずれにも該当すること。
　　　ア 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き２年以上それらの事業を営ん

でいること。
　　　イ　個人にあっては、従業員の数が20人以上であること。
　　　ウ 　申請をしようとする月の初日の直前２事業年度分（当該２事業年度が24月に満た

ない場合は、24月分）の決算において、それらの事業に係る年間平均完成高が
2,000万円以上であること。

　　　エ　30トン以上の船舶の建造又は修理の能力があること。
　　⑼　林産物の売払い
　　　　アからウまでのいずれにも該当すること。
　　　ア 　申請をしようとする月の初日現在において引き続き１年以上その事業を営んでい

ること。
　　　イ 　申請をしようとする月の前月末日から遡って１年間にその事業に係る仕入高を有

していること。
　　　ウ　個人にあっては、従業員の数が３人以上であること。
　３　資格の種類ごとの要件の特例
　　 　中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）、中小企業団体の組織に関する法律
（昭和32年法律第185号）又は商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）の規定に基づ
き設立された組合又はその連合会（以下「中小企業組合等」という。）が次のいずれか
に該当するときは、２に規定する資格の種類ごとの要件のうち営業年数に係る資格要件
は、適用しない。

　　 　また、中小企業組合等が⑴に該当する場合は、２に規定する資格の種類ごとの要件の
うち、事業に係る実績、年間平均完成高若しくは仕入高又は情報システムの開発実績に
あっては、当該組合と組合員（組合が指定する組合員）の合計値とすることができる。

　　⑴　経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
　　⑵ 　企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員
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資　格　の　種　類
申 請 書 類 の 提 出 先

主たる営業所が
道外にある者

主たる営業所が
道内にある者

物 品 の 購 入

出納局会計管理室
調 達 課

主たる営業所の所在地を所管す
る総合振興局又は振興局の総務
課（主たる営業所の所在地が石
狩管内にある者については出納

印 刷 物 の 製 造
印 章 の 製 造

の過半数を占めているとき。
第３　資格審査の申請の時期及び方法
　１　申請の時期
　　 　資格審査の申請は、⑴から⑸までに掲げる区分に応じ、それぞれ⑴から⑸までに定め

る時期にしなければならない。ただし、特例政令第４条に規定する特定調達契約に係る
資格審査については、⑴に定める時期以外の時期であっても、申請を受け付ける。

　　 　なお、申請の時期は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第
178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の１月３日までの日を除くものとし、
受付時間は午前９時から午後５時までの間とする。

　　⑴　⑵から⑸までに掲げる者以外の者
　　　　令和９年12月28日（火）まで随時
　　　注 　資格を有することとされた者にあっては、資格を有すると認めた旨の通知があっ

た日以後の入札に参加する資格を得ることができる。
　　⑵　共同企業体（情報システムの開発に限る。）
　　　　当該共同企業体が結成されたとき。
　　⑶　経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を受けた中小企業組合等
　　　　当該証明を受けたとき。
　　⑷　設立の際の構成員の過半数が資格を有する者である企業組合又は協業組合
　　　　当該企業組合又は協業組合が設立されたとき。
　　⑸　知事が特に必要と認めた者
　　　　知事の指定する日
　２　申請書類の入手方法
　　　申請書類は３の表に定める申請書類の提出先において交付するものとする。
　　 　また、北海道のホームページ（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/st/kns/sikaku_m/

sikaku_main.html）からダウンロードすることができる。
　３　申請の方法
　　 　資格審査の申請は、次の表に定める申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作

成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
　　 　なお、物品の購入、印刷物の製造、印章の製造及び物品の賃貸借の資格審査の申請

（以下「物品の購入等の資格審査の申請」という。）を注書の方法により行う場合にあ
っては、申請書類の提出先は、出納局会計管理室調達課とする。

資　格　の　種　類
申 請 書 類 の 提 出 先

主たる営業所が
道外にある者

主たる営業所が
道内にある者

物 品 の 購 入

出納局会計管理室
調 達 課

主たる営業所の所在地を所管す
る総合振興局又は振興局の総務
課（主たる営業所の所在地が石
狩管内にある者については出納
局会計管理室調達課）

印 刷 物 の 製 造
印 章 の 製 造
物 品 の 賃 貸 借
庁 舎 等 清 掃

総務部イノベー
ション推進局
財 産 活 用 課

総務部イノベー
ション推進局
財 産 活 用 課

庁 舎 等 警 備
庁舎等消防設備保守点検
ボイラー等運転操作

情報システムの開発
総務部イノベー
ション推進局
情 報 政 策 課

総務部イノベー
ション推進局
情 報 政 策 課

船舶の建造又は修理 水産林務部総務課 水産林務部総務課

林 産 物 の 売 払 い 水産林務部森林海
洋環境局道有林課

総合振興局又は振興局の森林室
（石狩振興局、檜山振興局、宗
谷総合振興局及び根室振興局を
除く。）

泫 　物品の購入等の資格審査の申請及び情報システムの開発の資格審査の申請については、
インターネットにより北海道電子自治体共同システム（https://www.harp.lg.jp/）にアク
セスし、必要事項を入力の上送信するとともに、物品の購入等の資格審査の申請について
は出納局会計管理室調達課、情報システムの開発の資格審査の申請については総務部イノ
ベーション推進局情報政策課の指示により作成した申請書類を提出することにより行うこ
とができる。第７に規定する資格審査の再申請についても同様とする。

第４　資格の有効期間及び当該期間の更新手続
　１　資格の有効期間
　　 　資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から令和10年３月31日

までとする。
　２　有効期間の更新手続
　　 　１の有効期間を更新しようとする者は、令和９年度に令和10年度以降の資格に関する

公示を行う予定であるので、当該公示に基づき更新手続を行うこと。
第５　特定調達契約に係る資格
　 　この告示に基づき申請して得た資格（物品の購入、印刷物の製造、印章の製造、物品の
賃貸借、庁舎等清掃、情報システムの開発及び船舶の建造又は修理に限る。）については、
それぞれの資格の種類に応じた契約で、特例政令の規定が適用されるものについても適用
する。

第６　資格の喪失
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　　資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、当該資格を失う。
　１ 　第２に規定する資格要件（第２の１の⑶に規定する資格要件及び第２の２に規定する

資格の種類ごとの要件のうち従業員の数に係る資格要件を除く。）に該当しないことと
なったとき。

　２ 　当該資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合におい
て、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。

第７　資格審査の再申請
　１　再申請の事由
　　 　次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請

を行うことができる。
　　⑴ 　資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併、譲渡又は会社分割に

より承継した者
　　⑵　⑴に該当する構成員を有する資格者である共同企業体
　　⑶ 　中小企業組合等（企業組合及び協業組合を除く。）である資格を有する者でその構

成員（資格を有する者であるものに限る。）を変更したもの
　　⑷　企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの
　２　再申請の方法
　　 　再申請をしようとする者は、第３の３の表の「主たる営業所が道外にある者」欄に定

める申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければ
ならない。

第８　資格の喪失事由の届出
　 　資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、その旨を書面により届
け出なければならない。
　⑴　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
　⑵　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　⑶ 　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１

項各号に掲げる者
第９　その他
　１ 　資格者又はその代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人が、暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員を
いう。）又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条
第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）である場
合は、道が実施する入札等に参加することができない。

　２ 　共同企業体の取扱いについては、第１から第８までに定めるもののほか、別に定める
ところによる。

北海道告示第507号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　令和７年11月４日

北海道知事　鈴　木　直　道
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　⑴　入札番号１　 　乗用自動車　１台（交換契約により乗用自動車１台を契約の相手方に

供し、乗用自動車１台を契約の相手方から調達する。）
　⑵　入札番号２　 　乗用自動車　１台（交換契約により乗用自動車１台を契約の相手方に

供し、乗用自動車１台を契約の相手方から調達する。）
　⑶　入札番号３　 　乗用自動車　１台（交換契約により乗用自動車１台を契約の相手方に

供し、乗用自動車１台を契約の相手方から調達する。）
　⑷　入札番号４　 　乗用自動車　１台（交換契約により乗用自動車１台を契約の相手方に

供し、乗用自動車１台を契約の相手方から調達する。）
２　落札を決定した日
　　令和７年10月23日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　１の⑴から⑶まで
　　ア　氏　名　　株式会社ホンダカーズ札幌中央
　　イ　住　所　　札幌市白石区南郷通３丁目南７番13号
　⑵　１の⑷
　　ア　氏　名　　株式会社ホンダカーズ札幌西
　　イ　住　所　　札幌市西区八軒６条10丁目１番２号
４　落札金額
　⑴　１の⑴　　2,972,845円
　⑵　１の⑵　　2,945,635円
　⑶　１の⑶　　2,942,415円
　⑷　１の⑷　　1,990,000円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　令和７年９月12日付け北海道告示第426号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道出納局会計管理室調達課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西７丁目
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